
 次のとおり一般競争入札に付する。 

 なお、この公告は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける調達に係るものである。 

  平成23年11月22日 

                                         岩手県知事 達 増 拓 也  

１ 調達内容 

(１) 業務件名及び数量 周産期超音波画像伝送システム構築業務 一式 

(２) 調達案件の仕様等 入札説明書による。 

(３) 履行期間 契約締結の日から平成24年３月30日まで 

(４) 履行場所 岩手県知事の指定する場所 

(５) 入札方法 (１)の件名で総価で入札に付する。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100

分の５に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落

札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金

額の105分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 

２ 入札参加者資格 

(１) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること。 

(２) 情報システム開発業務の委託契約に係る競争入札参加者の資格及び指名に関する規程（平成12年岩手県告示第885号。以下

「規程」という。）第６条第１項に規定する名簿に規程第２条第２号及び第３号に掲げる業務の資格者として登載されているこ

と。 

(３) 民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされ

ている者（同法第33条第１項に規定する再生手続開始の決定を受けた者を除く。）又は会社更生法（平成14年法律第154号）に

基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがされている者（同法第41条第１項に規定する更生

手続開始の決定を受けた者を除く。）でないこと。 

(４) 入札の日において、岩手県から、規程第２条に規定する情報システム開発業務に関し、指名停止の措置又は文書警告に伴

う非指名の措置を受けていない者であること。 

(５) 役員等が、暴力団員による不当な行為の防止に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第２号に掲げる暴力団、同条第

６号に掲げる暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。 

(６) 過去５年以内に、10拠点以上で同時に接続することが可能な医療情報に関連するシステムを開発した実績を有すること。 

３ 契約条項を示す場所等 

(１) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先 郵便番号020-8570 岩手県盛岡市内丸10番１号 岩手県保健

福祉部保健福祉企画室企画担当 電話番号019-629-5410（郵送による入札説明書の交付を希望する者は、Ａ４判用紙が入る返

信用封筒（宛先を明記したもの）及び重量100ｇに見合う郵便料金に相当する郵便切手又は国際返信切手券を添えて申し込むこ

と。また、岩手県公式ホームページ（入札・コンペ・公募情報／ＩＴ関連入札情報）から入札説明書をダウンロードすること

も可能であること。） 

(２) 入札及び開札の日時及び場所 平成24年１月５日午前11時 岩手県庁舎12階特別会議室（入札書を郵送する方法により入

札に参加しようとする場合は、書留郵便により、平成24年１月４日午後５時までに(１)の場所に提出すること。） 

４ その他 

(１) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨 

(２) 入札保証金 入札金額の100分の105に相当する金額の100分の３以上の額とする。ただし、この一般競争入札への参加を希

望する者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする入札保証保険契約を締結したときは、入札保証金の全部又は一部の納付

を免除する。 

(３) 入札への参加を希望する者に求められる事項 この一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に示す必要書類等



を平成23年12月13日午後５時までに３(１)の場所に提出しなければならない。また、入札日の前日までの間において、岩手県

知事から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 

(４) 入札への参加 (３)により提出された書類を審査した結果、入札説明書に示す仕様を満たすと認められた者に限り入札に

参加できるものとする。 

(５) 入札の無効 この公告に示した入札参加者資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした

入札その他入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 

(６) 契約書作成の要否 要 

(７) 落札者の決定方法 会計規則（平成４年岩手県規則第21号）第100条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最

低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

(８) その他 詳細は、入札説明書による。 

５ Summary 

(１) Nature and quantity of the services to be required: 

   Perinatal period ultrasonographic image transmission system 1 set 

 (２) Time-limit of tender: 

11:00 a.m.,5,January,2012（by mail tenders must be submitted by 5:00 p.m.,4,January,2012） 

(３) Contact point for the notice: 

Office  of  Health  and  Welfare  Planning,Department  of  Health  and  Welfare,Iwate  Prefectural 

Government,10-1 Uchimaru,Morioka-shi,Iwate 020-8570,JAPAN TEL019-629-5410 
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